
有価証券上場規程別表取扱い要領の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

第１ 株券及び優先出資証券 

１ 株券 

 （１） 上場手数料関係 

  ａ～ｃ （略） 

  ｄ 発行済株式のうち上場に適さない株式とし

て上場されていなかった株式が上場されるこ

ととなった場合の上場手数料については、次

の（ａ）又は（ｂ）に掲げる場合の区分に応

じ、当該（ａ）又は（ｂ）に定めるところに

よる。 

（ａ） 上場に際して自己株式として取得さ

れる場合 

上場に際して取得した自己株式の処分

（会社法第199条第１項に規定する募集に

よるものに限る。）を行う場合においては、

「新規上場申請者の上場申請した株券の上

場（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場を除く。）」

の「徴収標準」〔定率〕を準用するものと

する。この場合における納入期は、当該自

己株式の処分に係る払込期日又は払込期間

の最終日の属する月の翌月末日までとす

る。 

（ｂ） 前（ａ）以外の場合 

「新規上場申請者の上場申請した株券の

上場（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場を除く。）」

の〔定率〕を準用するものとする。 

ｅ～ｉ （略） 

第１ 株券及び優先出資証券 

１ 株券 

 （１） 上場手数料関係 

  ａ～ｃ （略） 

  ｄ 発行済株式のうち上場に適さない株式とし

て上場されていなかった株式が上場されるこ

ととなった場合の上場手数料については、「新

規上場申請者の上場申請した株券の上場」の

〔定率〕を準用するものとする。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ～ｉ （略） 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

 

 

付  則 

この改正規定は、平成２３年５月２５日から施

行する。 

 

 


